
 

〈高額療養費制度〉 平成29年8月から、70歳以上の方の自己負担限度額が変わりました
高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療費の自己負担に
一定の歯止めを設ける仕組みです。

〇見直し前（平成29年7月診察分まで）

適用区分

現役並み

一般

Ⅱ 住民税非課税世帯

Ⅰ 住民税非課税世帯
　 〈年金収入80万円以下など〉

44,400円 57,600円

44,400円12,000円
14,000円

57,600円
〈多数回44,400円 ※〉年間上限

14万4,000円

外来
外来＋入院

外来
外来＋入院

80,100円
＋（医療費－267,000円）×1％
〈多数回44,400円 ※〉

80,100円
＋（医療費－267,000円）×1％
〈多数回44,400円 ※〉

8,000円
24,600円

15,000円
8,000円

24,600円

15,000円

〇見直し後（平成29年8月診察分から）
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